
令和６年度 第２回 

八戸市スポーツによる人・健康・まちづくり推進協議会 

 

日時：令和６年 11 月 20 日（水）14 時 30 分 

場所：八戸市庁本館３階 議会第一委員会室 

 

 

次  第 

 

 

１ 開 会 

 

２ 市長挨拶 

 

３ 諮問 

八戸市体育施設整備に関する基本方針の改定について 

 

４ 会長挨拶 

 

５ 審議 

八戸市体育施設整備に関する基本方針の改定案について  

 

６ その他 

 

７ 閉 会 



八戸市スポーツによる人・健康・まちづくり推進協議会 

委員名簿（敬称略・50 音順） 

任期 令和６年８月 20 日から令和８年８月 19 日 

  氏 名 所属等 分野 備考 

１  
あらき こういち 八戸市スポーツ少年団 

本部長 
（２）  

荒木 興一 

２  
あらや ゆうこ 

公募 （５）  
荒谷 裕子 

３  
えんどう ひろこ 八戸商工会議所 

女性会 理事 
（３）  

遠藤 弘子 

４  
きむら ひろや 八戸学院大学 

教授 
（１）  

木村 浩哉 

５  
きむら まさかず 八戸市中学校体育連盟 

会長 
（２） 欠席 

木村 政和 

６  
ひがしやま くにお 八戸市身体障害者団体連合会 

会長  
（６）  

東山 国男 

７  
ひらま えみ 特定非営利活動法人 

はちのへ未来ネット 代表理事  
（３）  

平間 恵美 

８  
まつはし たかし 拓殖大学 

教授 
（１） Web 

松橋 崇史 

９ ○ 
よない まさあき 八戸市スポーツ協会 

会長 
（２）  

米内 正明 

10 ◎ 
みやこし なおゆき 八戸工業大学 

教授 
（４）  

宮腰 直幸 

◎会長 ○副会長 

 

【分野】 

八戸市スポーツによる人・健康・まちづくり推進協議会規則第３条第２項各号による 

（１）学識経験者（２）スポーツ団体関係者（３）まちづくりに関する有識者 

（４）建築に関する有識者（５）公募に応じた者（６）その他市長が必要と認める者 
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○八戸市スポーツによる人・健康・まちづくり推進協議会規則 

令和４年３月24日 

規則第16号 

改正 令和６年３月25日規則第８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、八戸市附属機関設置条例（平成25年八戸市条例第６号）第３条の規定に

基づき、八戸市スポーツによる人・健康・まちづくり推進協議会（以下「協議会」という。）

の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（職務） 

第２条 協議会は、八戸市スポーツ推進計画について重要な事項の調査審議をするとともに、

体育施設の将来的な整備の方向性に関し必要な事項について調査及び検討並びにスポーツに

よる人材育成、健康づくり及びまちづくりの推進に関し必要な事項について協議をし、市長

に対して意見を述べるものとする。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員15人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) スポーツ団体関係者 

(3) まちづくりに関する有識者 

(4) 建築に関する有識者 

(5) 公募に応じた者 

(6) その他市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に、会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行わ
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れた後最初に招集すべき協議会の会長の職務は、市長が行う。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（資料の提出の要求等） 

第６条 協議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他

必要な協力を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、スポーツ振興課において処理する。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営等に関し必要な事項は、会長が

協議会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月25日規則第８号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 


